
2013 NIKE LIGA NOVA  U16 

開催要項 

 

本大会は、中国地域のＵ-１６の年代において長期にわたるリーグ戦を通して、選手の育成およ

び指導者のレベルアップを図り、本大会から日本代表の選手を輩出するとともに、世界トップ１０

を目指す日本サッカーの形成に資することを目的とする。 

 

１．名  称   2013 NIKE LIGA NOVA  U16（NLNU16） 

２．主  催      ナイキ リーガノバ Ｕ-１６ 実行委員会 

３．オフィシャル     株式会社 ナイキジャパン（ NIKE ） 

  パートナー    

４．協  力   株式会社 十和電機  博多やきとり 天羽  

５．期  間   平成２５年５月１１日（土） から 平成２５年１０月６日（日） まで 

                 【開会式】平成２５年５月１１日（土） 

           ※詳細については、平成２５年３月１６日（土）の参加チーム監督会議で決定する。 

６．試合会場  

 

７．参加資格  

       

       

       

８． 大会審判 

 

 

 

９． 試 合 球 

（１）中国各県のローン・人工芝のグランドを使用する。 

（2）ホームチームが会場の確保をすること。  

（１）(公財)日本サッカー協会第２種加盟を完了しているチームとする。 

（２）(公財)日本サッカー協会への個人登録を完了している者とする。 

（３）外国人留学生の参加は、登録は５名まで、常時出場は３名までとする。 

（４）３種の選手を登録する場合は、２日前までに大会事務局に連絡を完了すること。 

（1）主審はホームチームが責任を持って資格のある審判を用意すること。  

（2）主審の審判料は ５，０００円、交通費は ３，０００円とする。 

（３）副審は資格を有するユース審判でできる限り行う。 

   着用するゼッケンについては株式会社ナイキジャパンが用意をする。 

  各チームが持ち寄り、使用球種の制限はしない。 

10．大会負担金  １チーム ５０，０００円とする。 

11．参加申込み 

              

              

       

              

 

              

             

 

       

（１）大会申込用紙（チーム紹介用紙）を大会事務局へメールする。            

大会事務局  

    〒736-0022 広島県安芸郡海田町蟹原二丁目8-1  

       広島国際学院高等学校内   瀬 越   徹  

     TEL ( 082 ) 823 - 3401 

         FAX ( 082 ) 822 - 7197 

         e-mail  toru@hi.hkg.ac.jp 

（２）申込期日は平成２５年 月  日（ ） 

（３）大会負担金は平成２５年 月 日（ ）までに下記口座に振り込みをする。 

      銀行   支店 普通預金 口座番号  

      ナイキリーガノバ 代表  瀬越(ｾｺﾞｼ) 徹(ﾄｵﾙ)  



  

12．代表者会議 

               

13．表  彰  

 

 平成２５年３月１６日（土） 午後７時から  

   会場：博多やきとり 天羽 

 優勝チームには、株式会社ナイキジャパンより副賞を授与する。 

 個人表彰は、「最優秀選手」と「得点王」および「最優秀監督」に株式会社ナイキジャパンより

副賞を授与する。  

       

14．競技方法   

              

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

       

 

      

 

 

17．備  考 

 

 

 

 

       

 

 

       

       

 

     

（１）当該年度（公財）日本サッカー協会制定の規則による。 

（２）１０チーム総当たりのリーグ戦とする。 

（３）試合時間は９０分とする。 

（４）大会登録選手の中から最大７名の交代ができる。 

（５）リーグ順位決定規定 

    ①勝点（勝ち：３点・引き分け：１点・負け：０点）  

   ②得失点差   

   ③総得点 

    ④当該チーム対戦成績   

   ⑤抽選 

（６）リーグ中「退場処分」を受けた選手は、今大会の次の試合に一試合出場できない。  

以降の処分については、大会の規律・フェアプレー委員会で決定  する。       

（７）リーグ中「警告処分」を３回受け受けた選手は、今大会の次の試合に一試合に出場で

きない。       

  ※今大会においては公式戦の退場等の出場停止処分の対象にはならない。 

（８）マルチボール方式を基本とするが、会場によってはこの限りではない。 

 

（１）ユニホームは、色彩が異なり判別しやすいものを必ず正副２着用意する。 

   審判員が通常着用する黒色と同色又は類似色の上着を用いることはできない。 

（公益財団法人日本サッカー協会「ユニホーム規程」第５条①） 

（２）縞のユニホームは台地に背番号を入れること。 

（３）参加資格に違反やその他の不都合な行為があった場合は、そのチームの出場を 

停止する。その場合、同チームが関係する全ての試合結果を抹消する。 

（４）リーグ途中でもし参加棄権等があった場合は、同チームが関係する全ての試合結果

を抹消する。尚、そのチームは次年度よりの参加を認めない。 

（５）参加チームは、各チームにおいて傷害保険等に加入すること。    

（６）試合開始前に、メンバー表・ユニホームチェック等のMatch coordination Meetingを行う。 



  

 

 


